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 パブリックコメントを実施した第３次南アルプス市地域福祉計画（案）につきまして、貴

重なご意見をいただきありがとうございました。お寄せいただいたご意見と、それに対する

市の考え方を以下のとおり公表します。 

 

１ 意見募集期間  平成２７年２月１２日（木）～平成２７年３月１３日（金） 

２ 意見等提出件数 ７件 

３ 問い合わせ先  南アルプス市役所 福祉総合相談課 電話２８２－７２２３ 

４ ご意見の概要と市の考え方 

№ お寄せいただいた意見等の概要 意見に対する市の考え方 

１ １０ページ（第２章４）の事例は

何を言いたいのか。このような家

庭を一般市民が支援しろというの

か。公的制度の利用は排除につな

がるというのか。この事例の削除

を求める。 

地域福祉計画は、高齢・障害・子どもなど個別

の制度で区切る以前の基本的な計画として、市

民の暮らしのしあわせをとりまく自助・共助・

公助のあり方とその進め方を示すものです。 

当該事例は、今回整理した４つの課題を、実態

に照らしてお伝えするために挿入しました。 

このような家庭への関わりは、公的な制度や専

門機関の支援のあり方も含めて、自助・共助・

公助のそれぞれの視点から問い直す必要がある

と考え、各施策の立案につながりました。 

市民の皆さんの直接的な関わりを一概に求める

ものではありませんが、ご意見を踏まえ、課題

の問いかけについて再考し、次のとおり表記を

修正しました。 

【縁（ゆかり）】 

（旧）この家庭に、周囲はもっと早く気づけな

かったのでしょうか？ 

   ↓ 

（新）相談できず周囲からは孤立する家庭。あ

なたも見かけませんか？ 

【学（まなび）】 

（旧）困った時はお互い様ではなく「関わらな

いほうが良い」のでしょうか？ 

   ↓ 

（新）困った時は「自分たちの責任だから仕方

ない」のでしょうか？ 

 



２ 生活保護世帯の増加の中心は「高

齢者世帯」であるが、７ページ

（第２章２）でこれに触れず「そ

の他世帯」に言及する理由は何

か。貧困の連鎖をどう捉えている

のか。 

「高齢者世帯」の生活保護受給も増えています

が、「その他世帯」の増加は、稼働年齢にある

人たちが日常生活、社会生活に困窮する今日の

状況を表す特徴的な指標の一つと捉え、あえて

本文で触れました。ご意見を踏まえ、当該部分

の表記を修正し、説明を補足しました。 

（旧）世帯類型別では、稼働年齢と考えられる

「その他の世帯」の増加が目立っていま

す。 

   ↓ 

（新）世帯類型別では「高齢者世帯」が多数を

占める一方、稼働年齢と考えられる「そ

の他の世帯」の増加も目立ち、貧困が現

役世代にも広がりつつあります。 

なお、貧困世帯の実像としては、生活保護受給

世帯に限るものではありません。不安定な雇用

のもとにある若年層を含め、本市においても現

に生活に困窮する人からの相談が後を絶たない

状況です。こうした人たちを対象とする生活困

窮者自立支援法が、平成２７年４月に施行され

ます。これを受け、計画には当該制度に対応す

る相談支援体制や働けるまちづくりなどの施策

を盛り込みました。 

３ 本市は障害者福祉サービスの市民

への浸透度や、精神疾患発症比率

が高いのか。メンタルヘルス対策

にどう取り組むのか。 

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの

本市における利用者は、平成２６年１２月末時

点で５５２人となっています。同規模の県内他

市（甲斐市４３９人、笛吹市３７７人）と比

べ、多くの方が利用されています。 

精神疾患発症比率については把握していません

が、自殺予防対策として、医療機関や保健所等

との連携による普及啓発や支援者の人材育成、

庁内の連携体制構築等に取り組んできました。

今後も地域福祉計画、健康かがやきプランの重

要な施策と位置づけて推進してまいります。 

４ 貧困の連鎖に関連する指標として

ひとり親世帯数と、児童・生徒数

に対する就学援助に関する数値を

明記することを提案する。 

ひとり親世帯数は、６ページの表に記載してお

ります。ご提案いただきました就学援助等につ

いても、関連する指標として意義あるものと考

え、各年度の児童・生徒数と件数を同表に追加

しました。 



５ 不登校児童・生徒について、引き

こもりの長期化を予防するため、

義務教育終了後、保健師による定

期的な家庭訪問を提案する。 

平成２４年４月に福祉総合相談課を設置して以

降、不登校やひきこもりに関する相談も、市の

福祉の窓口に寄せられています。相談を受けて

の対応となるものの、保健師等による家庭への

訪問や学校・医療機関と連携した支援を行って

います。他方、専門職の訪問を続けても、その

後の社会生活の回復の受け皿まで確保できてい

ない状況があります。今後、ご提案いただきま

した訪問活動を充実させるとともに、ご本人が

もつ力を活かして就労や活躍のできる地域の受

け皿づくりを推進してまいります。 

 

６ 福祉教育に関して「やまなし障害

者プラン２０１５」に記載された

「福祉読本」の所在を県へ問い合

わせたところ「最近使われていな

い。内容も確認できない」とのこ

と。第４章３の施策「福祉教育」

に期待が大きくなる。 

今回の計画では、福祉教育について、紙の上で

の学びでなく体験や活動を重視した実践的なプ

ログラムの開発を目指しています。また、それ

を実践することがより重要と考え、実践を支え

る「チームと人づくり」を掲げています。ご意

見を踏まえ、本市の取り組みの着実な推進を図

ります。 

 

７ 障害が重ければ重いほど、ご近所

からのお節介は難しい。この計画

は市民主体の福祉に集中し、市内

の医療機関・施設の位置づけを除

外している。福祉サービスの具体

的な内容はどこに示されるのか。 

地域福祉計画は、高齢・障害・子どもなど個別

の制度で区切る以前の基本的な計画として、市

民の暮らしのしあわせをとりまく自助・共助・

公助のあり方とその進め方を示すものです。 

高齢者、障害者の具体的な福祉サービスの見込

量やその提供体制の確保に関する内容は、各分

野の計画に定めます。他方、それらの福祉サー

ビスを担う機関や専門職のあり方として「支援

者が支援のあるべき姿を実践できる地域づく

り」など現状を問い直す施策を盛り込みまし

た。これは、市民主体の取り組みを求めるだけ

でなく、まず専門職や行政が変わらなければな

らないという趣旨を込めたものです。ご意見を

受け止め、その趣旨を重んじる計画の推進を図

ります。 

 

 


